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図 3-16 AIS情報の課題 

 

      

3.1.4. AIS の課題③：AIS 搭載義務のない船舶の普及率 

 海 上 保 安 庁 の ウ ェ ブ サ イ ト （ https://www.kaiho.mlit.go.jp/soshiki/koutsuu/ais-

info.html）から、AISの搭載義務は次のように紹介されている。 

 

AISの搭載義務 

 2002年７月１日に発効された「1974年の海上における人命の安全に関する条約（SOLAS74）」

第Ⅴ章受け、国内法では、次の特定の船舶に対し、AIS を搭載することが義務づけられています

（第 19規則）。 

① 国際航海に従事する 300総トン以上の全ての船舶 

② 国際航海に従事する全ての旅客船 

③ 国際航海に従事しない 500総トン以上の全ての船舶 

 旅客船は船の規模に限らず全てのサイズでとなっているが、国際航に従事するものが対象と

なっている。そのため、日本の沿岸域のみを航行する船舶については、500 総トン未満であれば

AIS搭載義務がない。 

 令和4年交通安全白書にある「我が国の船舶種類別の船舶事故隻数の推移」（図 3-17）では、

発生事故の殆どがプレジャーボートや漁船である。 

 また、水産庁の漁船漁業の安全対策の強化に関する資料（平成 28 年 11 月 24 日）（図 3-18）

では、漁船事故の約３割を占める衝突事故について、見張り不十分など人為的要因によるもの

が 9 割以上であること、人為的要因の事故回避のための AIS の普及率が漁船全体では 1.6％程度

に留まっていることが示されている。資料にある通り水産庁や関連省庁（海上保安庁等）によ

る普及促進活動が行われているが、我が国小型船舶は、AIS 信号だけを見ていても見落とすこと

になる。 

 なお、中国漁船については AIS 搭載が普及しており（中国版 GPS「北斗」と中国漁船の項で紹

介する）、日本周辺海域の外国漁船について AIS情報は重要なものとなる。      
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図 3-17 船舶種類別の船舶事故隻数の推移7 

  

                             
7 https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/zenbun/genkyo/h2/h2s1.html 
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図 3-18 漁船漁業の安全対策の強化に関する資料 

 

漁船事故の防止：AIS普及 

 漁船事故を事故種類別でみると、衝突事故が全体の約 3割を占め、このうち見張り不十分など

人為的要因によるものが 9割以上を占めている。 

 人為的要因による事故を回避するための AIS の漁船への普及率は、漁船全体では 1.6％程度に

留まっている。 

      

3.1.5. DES（次世代 AIS）           

 衛星 AISに関する民間商用サービスは他国が先行しているが、今後我が国において期待できる

ものとして次世代 AISと呼ばれている、VDES（VHF Data Exchange System）の概要とその衛星利

用について触れる。      

 

VDESの概要について 

 海洋での船舶の通信は 1979 年より長く主にインマルサットにより提供されてきた。しかしな

がら、インターネット接続などデータ量の増大に必ずしも対応できておらず(384kbps 程度)、ま

た海域によっては利用が禁止されている国があるなど、見直しの機運が高まっている8。      

 そのため、いくつかの代替システムが検討、提案されている。一つには AISシステムを発展さ

せ、衛星利用を視野に ASM(メッセージ),VDE（双方向通信）機能を加えた VDES規格である。VDES

の双方向通信速度は現状 300kbps程度とさほど早くはないが、現状の AISシステムを置換してい

くことで展開しやすい利点が多い。まだ議論がなされている状況ではあるが有望な候補である。 

 以下、総務省総合通信基盤局電波部資料「VHF データ交換システム（VDES）について」を用い

て説明する9。VDES とは VHF 帯を用いたデータ交換システムであり、AIS、ASM、地上 VDE、衛星

                             
8 渡辺、笹川平和財団 OPRI. Retrieved from： https://www.soumu.go.jp/main_content/000726354.pdf 
9 総務省北海道総合通信局.「衛星を活用した VHF データ交換システム（VDES）の導入による海上無線通信の高
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VDEをまとめたものとして扱っている（図 3-13）。 

 AIS は船舶の基本的な情報に加え、任意のメッセージを送ることもでき、これは「ASM」と呼

ばれている。海上での VHF帯の通信は、入出港時の通信や船舶間通話に広く利用されているが、

このような海上の VHF 帯での通信となる「地上 VDE」と、さらに船舶-衛星間の通信である「衛

星 VDE」を全てまとめて、「VDES」となる。 

 これにより、図 3-19 右下のように海上の様々な船舶が通信可能、また離れた船舶間も衛星を

介して通信可能となる他、データ伝送速度も AISより改善される。 

 
 

図 3-19 VHFデータ交換システム（VDE）の概要 

 

 

 また、補足のため現行 AIS、地上 VDEＳ（衛星を含まないもの）、衛星 VDESを比較したものを

図 3-2010に示す。 

     

                             
度化に向けた調査検討会資料」. Retrieved from: https://www.soumu.go.jp/main_content/000726352.pdf 
10 笹川平和財団海洋政策研究所資料「2020年度衛星 VDESに関する委員会報告書総合版」Retrieved from: 

https://www.spf.org/global-data/opri/op_20210601_vdes.pdf 
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図 3-20 AISと VDESの比較 

 衛星 VDESについては、公益財団法人笹川平和財団海洋政策研究所が設置した衛星 VDES委員会

により報告書及び「衛星 VDES に関する提言～海洋デジタル化時代に向けて～」が作成、公開さ

れている11。提言は、提言 1「衛星 VDES に関する我が国ビジョンの検討」、提言 2「国際貢献の

推進」、提言 3     「関連技術の研究開発及び事業化の推進」、提言 4「海洋デジタル時代の人

材育成」からなる。 

 また、2022 年 10 月には衛星 VDES の社会実装を進める衛星 VDES コンソーシアム12が設立され

た（公益財団法人笹川平和財団海洋政策研究所、株式会社 IHI、商船三井テクノトレード株式会

社、古野電気株式会社、株式会社アークエッジ・スペース、株式会社東洋信号通信社、日本無

線株式会社、三井物産株式会社による）。 

 なお同コンソーシアム資料「衛星 VDESコンソーシアム」の概要13     から、衛星 VDESの有力

な利用シーン・ニーズ（基本）と、衛星 VDESを利用した MDAの強化に関する説明を図 3-21に抜

粋する。 

                             
11 公益財団法人笹川平和財団海洋政策研究所. 「衛星 VDES に関する提言～海洋デジタル化時代に向けて～」. 

Retrieved from: https://www.spf.org/global-data/opri/op_20220819_vdes_brief.pdf 
12 VDESコンソーシアム. Retrieved from: https://vdes.jp/ 
13 VDESコンソーシアム. 「衛星 VDESコンソーシアム」。Retrieved from: https://www.spf.org/global-

data/SatelliteVDES_consortium_20221020_J.pdf 




